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１ 指定管理者制度の概要と評価の目的 
 

  公の施設の管理に民間の知識・能力を活用して住民サービスの向上を図るととも

に、経費の節減を図ること等を目的に平成１５年の地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）改正によって「指定管理者制度」が導入され、従来、公社・事業団等に委

託先が限定されていた公の施設の管理について、民間事業者も管理運営主体となる

ことができることとなった。  

  これに伴い、平成１８年度から群馬県県土整備部では導入を開始し、現在、所管

する県立都市公園５公園において、指定管理者制度を導入している。  

 

  指定管理者の業務内容については、公園管理者※ １と指定管理者※ ２との間で締結

された協定書及び仕様書に基づき履行確認がなされているが、指定管理者制度は、

公の施設を一定の裁量を付与した上で民間事業者へ委ねる制度であり、履行確認の

みならず、管理・運営に対する適切な評価・モニタリングが重要となる。  

 

「県土整備部指定管理者評価委員会都市公園部会」（以下「評価委員会」という。）

は、第三者の立場から指定管理者の業務実施状況を客観的に評価するとともに、今

後の業務改善に反映させるために設置されたものである。  

 

※1 公園管理者：公園を設置管理する者（群馬県県土整備部都市計画課・土木事務所） 

※2 指定管理者：群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（平成 16 年群馬県条例第 50 号）第 6 条に基づき知事が指定した公

園を管理運営する者  

 

 

本報告書の対象となる県立都市公園及び指定管理者は、次のとおり。  

 

 

■本報告書対象県立都市公園  

公園名 敷島公園 金山総合公園 

公園種別 運動公園 総合公園 

供用開始 

経緯 

大正11年10月 

供用開始※ 

平成2年10月 

供用開始 

昭和58年6月 

現形 

平成8年5月 

現形 

供用面積 1 7 . 8ｈａ 1 8 . 7ｈａ 

  ※都市公園としての供用開始は、昭和 31 年 10 月。  

 

 ■本報告書対象県立都市公園指定管理者  

公園名 指定管理者 指定期間 

敷島公園 敷島ﾊﾟｰｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄJV 平 成 30 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日  

金山総合公園 山梅・ｹｰﾋﾞｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 平 成 30 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日  
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２ 県土整備部指定管理者評価委員会都市公園部会 
 

（１）評価委員会の概要 

評価委員会は、対象となる全公園について総合的に評価を実施する本部委員と、

公園利用者の視点でそれぞれの公園のみの評価を実施する地元委員により組織され

る。委員の構成は次表のとおり。 

 

本部委員 ※敬称略   地元委員 ※敬称略  
委員長 ・小林 享（ R3.4.1～ R6.3.31）  

     （学識経験者） 
委員  ・南 賢二（ R3.4.1～ R6.3.31）  
     （学識経験者） 

・山﨑 正久（R3.6.1～ R6.3.31）  

     （社会保険労務士） 
    ・鴻上 まつよ（R3.4.1～ R6.3.31）  

     （中小企業診断士） 
    ・小林 孝子（ R3.4.1～ R6.3.31）  
     （群馬県女性団体連絡協議会 理事 

ぐんま地域活動連絡協議会 会長） 
 

○ 敷 島 公 園  
高 井  健 一 （R3.4.1～ R6.3.31）  
平 石  美 奈 （R3.4.1～ R6.3.31）  
中 村  寧 孝 （R3.4.1～ R6.3.31）  

○ 金山総合公園 
川 島  喜 美 雄 （R3.4.1～ R6.3.31）  
栗 原  志 津 恵 （R3.4.1～ R6.3.31）  
丸 山  美 津 子 （R3.4.1～ R6.3.31）  

 

 

（２）評価方法 

  以下の方法により評価を行った。 

  ○現地調査、指定管理者ヒアリング、評価シートによる評価・とりまとめ 

※現地調査時に、「指定管理者によるセルフモニタリング」及び「県によるモニタリ

ング」の確認も含む。 

○年度評価の作成 

 

また、評価項目は以下のとおり。 

○項目ごとの評価 

・維持管理業務  ①清掃点検（屋内部分：建物・トイレ等） 
②清掃点検（屋外部分：園路・駐車場・広場等） 
③清掃点検（休憩施設：ベンチ等） 
④清掃点検（遊具）※敷島公園以外 
⑤清掃点検（競技施設）※敷島公園のみ 
⑥植物管理（中高木） 
⑦植物管理（低木） 
⑧植物管理（芝生） 
⑨植物管理（花壇） 
⑩斜面地・園路沿いの植栽地※金山総合公園 

・運営業務  ①利用実績・運営企画 
②広報・広聴 
③県民の参画  

・自主事業  
 
○総合評価 
各公園の特徴を考慮の上、評価項目ごとの重みの違いを勘案し、総合的に評価し
たもの 
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（３）評価基準 

次表の基準により 4 段階で評価を行った。 

評価 説     明 

 

Ａ 

 

仕様書等に基づいて立てられた事業計画どおりの成果・実績があり、加えて施設

設置目的及び指定管理業務の向上に向け、独自の創意工夫を行っている。 

Ｂ 仕様書等に基づいて立てられた事業計画の履行が、ほぼ満足されている。 

Ｃ 
仕様書等に基づいて立てられた事業計画の履行すべき事項の中に、取組の弱い

ものがある。 

Ｄ 仕様書等に基づいて立てられた事業計画の内容に不履行がある。 

  

 
（４）評価委員会実施状況 

 

・令和３年度 

年 度  回数 日時 場所 議 事  

令 和

３  

年 度  

第 1回  令和３年 7月  2日  書 面 開 催  ・ 評 価 委 員 会 設 置 目 的 及 び
各 公 園 の 概 要 等 の 説 明  

第 2回  令和３年 7月  7日  金 山 総 合 公 園  ・ 現 地 調 査  
・ 改 善 事 項 進 捗 状 況 報 告  
・ モ ニ タ リ ン グ シ ー ト 確 認  
・ 管 理 運 営 状 況 に 関 す る 意

見 交 換  

     7月 15日  敷 島 公 園  

第 3回  令和３年 7月 29日  県 庁  ・ 令 和 ２ 年 度 評 価 の 確 定 （

敷 島 公 園 、 金 山 総 合 公 園 ）  

・ 令 和 ３ 年 度 評 価 、 平 成 30
年 度 か ら 令 和 ３ 年 度 総 括
評 価 の 仮 確 定  

第 4回  令和３年11月 11日  敷 島 公 園  

 

・ 現 地 調 査  
・ 改 善 事 項 進 捗 状 況 報 告  
・ モ ニ タ リ ン グ シ ー ト 確 認  
・ 管 理 運 営 状 況 に 関 す る 意

見 交 換  

    11月 18日  金 山 総 合 公 園  

第 5回  令和４年 2月  2日  県 庁  ・ 令 和 ３ 年 度 評 価 、 平 成 30
年 度 か ら 令 和 ３ 年 度 総 括
評 価 の 最 終 確 定  

 

 

 

（５）公園利用者アンケートについて 

公園利用者アンケートは、指定管理者の管理・運営状況及び利用状況を把握するため、統

一内容で各公園の利用者を対象として一斉にアンケート調査を行うこととしている。 

 

調査実施日 調査方式 

令和３年 ８月９日（月）～１１月３日（水） 

※調査実施期間の延長２回あり 

公園管理者・指定管理者 

直接配布・回収方式 

 

  なお、各公園では、指定管理者により年間を通して常設定置式のアンケートボックスや

ご意見箱を設置し、公園利用者の声を収集し、管理・運営にいかしている。 
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３ 公園指定管理者の評価結果 

（１）評価結果一覧 

公園名 

  

令和３年度 

 総合評価※１ 

令和３年度 

項目ごとの平均評価※２ 

敷島公園 

  

Ａ Ａ 

金山総合公園 

  

Ａ Ａ 

※1 総合評価とは、各公園の特色を考慮の上、評価項目ごとの重みの違いを勘案

し総合的に評価したものである。 

※2 項目ごとの平均評価とは、管理項目ごとに評価した詳細の評価の平均である。 

※3 個別の意見・指摘事項については、「４ 各公園指定管理者の細目評価結果」に記載。 

 

（２）評価結果総評 

○敷島公園 

総合評価結果は「Ａ」、項目ごとの平均評価の結果は、「Ａ」であり、仕様に基

づく適切な管理・運営、指定管理業務の向上に向けた取り組みが出来ていると評

価を行った。評価委員会では、競技施設の管理は、高いレベルの管理水準であり、

適切に管理されている点を評価。また、屋外のベンチにてザスパクサツ群馬のカ

ラーにするなど工夫をしており評価できる一方、花壇については、引き続き修景

テクニック、土壌流出対策を踏まえた管理方法について検討を要する。施設の老

朽化が顕著にあらわれており、施設管理者と協議を行い計画的な改修の検討を要

する。 

 

 

○金山総合公園 

   総合評価結果は「Ａ」、項目ごとの平均評価の結果は、「Ａ」であり、全体的に、

仕様に基づく適切な管理・運営、指定管理業務の向上に向けた取り組みが出来てい

ると評価できる。評価委員会では、公園内で落ち葉等利用し、堆肥を作成、花壇に

使用するなど、計画を実行している点を大きく評価。自主事業においても、芝刈り

機の自動化を取り入れるなど効率の向上、時代のニーズに合わせた景品を作成す

るなど評価に値する取り組みがなされていた。指定期間終了に向けて、更なるステ

ップアップを期待したい。 

 

 

 



４　各公園指定管理者の細目評価結果※３

（1）敷島公園

屋内 A

屋外 A

休憩施設 A

遊具等

競技施設 A

中高木 A

低木 A

芝生 A

花壇 B

A

A

A

A

A

評価項目 評価
個別意見・個別指摘事項等

評価できる点 今後検討すべき点

斜面地・園路沿
いの植栽地

運
営
業
務

利用実績・
運営企画

○利用実績・運営企画
・コロナ禍中においても、三密を避けたイベント等を適切に
実施している。
・幅広い団体利用に対する個別要望に応えるサービス力
が素晴らしい。
・利用者拡大の努力が評価できる。

○広報・広聴
・休憩スポット案内マップの作成、配布などの来訪に対する
情報提供について評価できる。

○県民の参画
・花壇を中心に一般県民の参画が拡大していて、より親し
みやすい公園となっている。

○広報・広聴
・競技施設の情報（利用時間、料金を含む）をより県民に広
報できるよう周知方法を検討。

広報・広聴

県民の参画

維
持
管
理
業
務

清掃

〔清掃〕
○屋内
・清掃はよくされている。
・築年数が高く劣化が進む建築物が多い中、適切な管理
が行われている。

○屋外
・ザスパクサツ群馬のチームカラーのベンチがあり良い。
・清掃は適切に行われている。
・スターバックスを含む４者会議の開催について、意思疎通
の円滑という点で評価に値する。
・通路及び園路の維持管理が適切に行われている。

○休憩施設
・パラソルテーブルの設置、ベンチの塗装など評価できる。

○競技施設
・コロナ対策も実施されており、芝生の管理水準は、年々
向上している。
・建物の劣化を克服しつつ競技施設の維持管理レベルに
ついても年々向上している。

〔植物管理〕
○中高木
・落枝対応等も適切に行われている。
・樹木剪定の水準も高い。
・松等の高木による枝の落下被害もなく、美的にも比較的
質の高い管理が行われている。

○低木
・質の高い剪定が行われている。

○芝生
・サブグラウンドなどの芝生の管理も大幅に向上している。

〔清掃〕
○屋内
・大雨の影響か、水漏れしているトイレあり。
・和式のみ、床の汚れが取り切れない古いトイレは、計画的
に改修を検討。

○休憩施設
・利用者数に対してベンチが少なすぎる。

○競技施設
・野球場の排水管理に課題あり。

〔植物管理〕
○花壇
・花壇の面積が少ないため、華やかさを期待する。バラ園
に協力を求めるなど検討。
・草花を美的に配植するガーデニングの手法が乏しい。

植物
管理

自主事業

・ボランティア希望者が増加する中、適切な受け入れ対応
が図られている。
・三密を避けたイベントを適切に実施している。

総合・その他

・よく維持管理されている。
・コロナ過において、公園としての施設管理と来園者への
安全対策を適切に実施している。
・全体的に質の高い維持管理が行われている。

・古い施設の改修、設計上の問題については、県と協力し
改修等を検討。
・ゲリラ豪雨に伴う法面や花壇からの土壌流出が目立って
おり、土留め植栽にも留意する必要がある。
・計画的な更新をすること。
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（２）金山総合公園

屋内 A

屋外 A

休憩施
設

A

遊具等 A

競技施
設

中高木 A

低木 A

芝生 A

花壇 A

A

A

A

A

A

A

評価項目 評価
個別意見・個別指摘事項等

評価できる点 今後検討すべき点

斜面地・園路
沿いの植栽地

運
営
業
務

利用実績・
運営企画

○利用実績・運営企画
・堆肥を利用したイベント、ホタル観賞をするために、ホタ
ルの住む環境づくりから行う等、全体構想とその実行が
しっかりなされている。
・コロナ禍なりに多くのファミリー層が訪れており、安全対策
も適切に実施されている。
・コロナ禍においても、三密を避けた屋外イベントを工夫し
ながら取り組んでいる。
・コロナ禍でも出来ることを積極的に行い、来園者の誘致
をしていることは素晴らしい。
・カブトムシの配布、ナイトハイクなど、子どもが喜ぶイベン
トは素晴らしい。

○広報・広聴
・ターゲットに合わせ、”紙”ではない、ＳＮＳ、動画、ＡＲな
ど、ＩＴを駆使して行っている。
・情報の更新も含めて、わかりやすく適切なHPの運用が行
われている。
・中止された自然観察イベントを補うための動画配信を実
施するなど、コロナ禍に対応した新たな取組に挑戦してい
る。

○県民の参画
・コロナ禍において三密を避けた花壇植栽や園内清掃等
へのボランティアの参加に取り組んでいる。

○広報・広聴
・園内奥の奥にあたる「サマーボブスレー」「パノラマチェ
ア」「あじさい園」のＰＲを、入口やＨＰの動画等で行うと良
い。

○県民の参画
・ボランティアとの協同は上手くいっているので、積極的に
参加してもらえるように更なる検討を行う。

広報・広聴

県民の参画

維
持
管
理
業
務

清掃

〔清掃〕
○屋内
・トイレの清掃管理は適切に行われている。
・建物の劣化が進む中で、清潔感のある維持管理が行わ
れている。

○屋外
・清潔で質の高い管理が行われている。
・大型高圧洗浄機を導入して、路面や壁面等に長年付着
した汚れの洗浄を行っている。
・通路の根上も自分たちで整備するなど、綺麗に維持管理
されている。

○遊具
・安全性に配慮し、多数の遊具に関して質の高い管理が
行われている。

〔植物管理〕
○中高木
・根上がりなどに対しても、適切な対応が図られている。
・高木の成育によく努めている。
・古木の多い山に周囲が囲われている中、危険度に応じ
てよく管理されている。

○低木
・アジサイ園の計画、実行はすばらしい。
・樹木管理は良くできている。
・刈込みが適切に行われている。
・長期的な視点に立った地道な魅力作りの努力は高く評
価できる。

○芝生
・自動芝刈機を導入するなど作業効率も考えている。
・芝生広場の管理水準は非常に高い。
・芝の補植とともにクローバーの抑制や日陰地へのマット
の敷設など、利用頻度の高い芝生地を適切に管理してい
る。

○花壇
・落葉→堆肥→苗育て→花壇、またアジサイ作りとトータル
な考えで計画的に実行されている。
・種から育てた花苗を使い植え替えをするなど、良く管理さ
れている。
・季節の花々を大事に育て来園者を楽しませている。

〔斜面地・園路沿いの植栽地〕
・気持ちの良い樹林の景観が維持されている。
・綺麗に維持管理されている。
・アジサイ800本の補植、挿し木苗の生産などが素晴らし
い。

〔清掃〕
○休憩施設
・ベンチの多様な利用に対して、配置が十分検討なされて
いない。
・劣化しているベンチの塗装をすること。

〔植物管理〕
○花壇
・もう少し見栄えのするガーデニングの手法を検討
・イングリッシュガーデンの技法などを研究して、様々な濃
淡の多年生草本との組み合わせや花壇の立法的な造形
を図るなど、作業負担の軽減と花壇景観の向上を図るこ
と。

植物
管理

自主事業

・スタンプラリーの景品を紙ヒコーキとマスクにするなど、子
どもが楽しめてさらに時代に即したマスク入りで工夫されて
良いと思う。
・自動芝刈機を夜間に可動させることにより職員の労働時
間を削減し他の業務に注力することが出来、生産性も向
上し素晴らしい。
・昆虫類の生育環境の保全や、屋外イベント等も適切に実
施している。
・地道で長期的な視点に立った公園の魅力向上策に取り
組んでいる。

総合・その他

・全体的によく管理されている。更なるステップを目指すこ
と。
・コロナ禍においても、施設の管理や園地整備など、様々
な意欲的な取り組みが進められている。
・従業員とのコミュニケーションをよく行い得意分野を把握
し、所属部署を超えた協力体制で公園維持をしているとこ
ろが素晴らしい。
・利用者の安全対策や公園の魅力向上策、サービス施策
など、バランスの取れた質の高い管理が行われている。
・出来ることを積極的に行っていること、従業員全員で協力
体制を築き、公園管理に取り組んでいるところが素晴らし
い。
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